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○岡山県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則 

 

平成１９年３月２８日 

広域連合規則第１８号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

に規定する一般職の職員（以下「職員」という。）の任免に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 採用 現に職員でないものを職員の職に任命すること。 

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。 

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。 

（競争試験による採用及び昇任） 

第３条 職員の採用及び昇任は、次条の選考による場合を除き、競争試験によるものとす

る。 

２ 職員は、第９条の規定により作成された任用候補者名簿のうちから採用し、又は昇任

させるものとする。 

（選考による採用及び昇任） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用又は昇任（第５号及び第６号の

職の場合を除く。）は、選考により行うことができる。 

(1) 組織上の職 

(2) 資格又は免許を必要とする職 

(3) 特殊な技術若しくは技能を必要とする職又は職務と責任の特殊性により競争試験を

行っても十分な競争者が得られないことが予想される職 

(4) 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者をもって補充しようとする技術又

は技能を必要とする職で、その者の現についている職と同等以下と認められるもの 

(5) 国又は他の地方公共団体の採用試験に合格した者をもって補充しようとする職で、

当該試験に係る職と同等以下と認められるもの（その職について第９条の規定による

採用候補者名簿がない場合に限る。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当な職 

（競争試験の受験資格） 

第５条 競争試験は、その対象となる職種に応じ、必要な経歴、学歴、免許等を有する者

について行う。 

（競争試験の目的及び方法） 

第６条 競争試験は、受験者の有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、

次に掲げる方法のうち２以上を併せて行う。 

(1) 筆記試験 
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(2) 経歴評定 

(3) 実地試験 

(4) 勤務評定 

(5) 口述試験 

(6) 身体検査 

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法 

（秘密の保持） 

第７条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意を持って試験に関する秘密を保

持しなければならない。 

（選考の基準及び方法） 

第８条 採用する場合の選考の基準及び方法は、職種、職務の級及び組織上の地位に応じ

て、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有する者のうちから経歴評定、実地試験、

筆記試験その他の方法により行う。 

２ 昇任させる場合には、前項に規定するもののほか、更に勤務実績の良好であることを

含むものとする。 

（任用候補者名簿） 

第９条 任用候補者名簿は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇

任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の２種類とし、試験の行われた職種

の区分ごとに作成する。 

（試験を行う者） 

第１０条 採用試験及び昇任試験は、任命権者が行うものとする。 

（告知の方法） 

第１１条 採用試験の公告は、岡山県後期高齢者医療広域連合公告式条例（平成１９年岡

山県後期高齢者医療広域連合条例第２号）の規定により告示するほか、広報誌、岡山県

後期高齢者医療広域連合のホームページその他適切な手段により行わなければならない。 

２ 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させる

ことができるように、通知その他適切な方法により行わなければならない。 

（告知の内容） 

第１２条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。 

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与 

(2) 受験資格 

(3) 試験の時期及び場所 

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続 

(5) その他任命権者が必要と認める事項 

２ 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて任命権者が定めるものとする。 

（任用の辞退及び延期） 

第１３条 任用通知を受けた任用候補者が、当該任用を辞退しようとするときは、辞退の

理由その他必要な事項を書面で任命権者に、速やかに届けなければならない。 

（条件付採用期間） 

第１４条 職員の採用は、その任命の日から起算して６か月間、条件付のものとする。 
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２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「６か月」間とあるのは「１か月間」とする。 

３ 第１項及び第２項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、

その期間が終了した日の翌日において、職員の任用は、正式なものとする。 

（条件付採用期間の継続） 

第１５条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採

用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間を引き続くものとする。 

（条件付採用期間の延長） 

第１６条 条件付採用期間の開始後６か月間において実際に勤務した日数が９０日に満た

ない職員については、任命権者は、その実情に応じその日数が９０日に達するまで条件

付採用期間を延長することができる。 

２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「６か月間」とあるのは「１か月間」と、「９０日」とあるのは「１５日」

とする。ただし、条件付採用期間の延長は当該会計年度任用職員の任期までとする。 

（辞職） 

第１７条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のな

い限り、これを承認するものとする。 

（免職及び辞職以外の退職） 

第１８条 法令により任期が定められている職で任期が満了した場合において、その任用

が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。 

（補則） 

第１９条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


